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《令和 7 年 5 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、初診時の急性心筋梗塞（疑い含む）に対して、心電図検査

を行っていない場合、H-FABP の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 急性心筋梗塞は、胸痛などの臨床症状、心電図、心筋逸脱酵素の上昇か

ら総合的に診断されるため、非侵襲的に簡便かつ迅速に行うことができる

心電図は、心筋梗塞の診断及び経過観察に有用かつ不可欠であると考える。

したがって、「急性心筋梗塞（疑いを含む）」の病名で心電図検査を行って

いない場合、H-FABP の算定は認められないと整理した。 

 


